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は じ め に 

このたび、2025（令和７）年度から 2029（令和１１）年度の５年間を計画期間とする「第２次

大府市地域公共交通計画」を策定しました。 

本市では、第６次大府市総合計画や第４次大府市都市計画マスタープランに基づき、まちづくり

を推進するため、様々な取組を行っています。 

また、2023（令和５）年３月に策定した、都市計画マスタープランの高度化版である「大府市立

地適正化計画」では、集約型都市構造の構築を目指し、居住機能をはじめ、商業、医療及び福祉

などの都市機能を集約し、地域をつなぐ「公共交通ネットワークの充実」を図ることとしています。 

そのような中、本市の公共交通施策につきましては、2020（令和２）年１０月に策定した第１次

計画である「大府市地域公共交通計画」に基づき、大府市地域公共交通活性化協議会や交通

事業者の皆様と連携しながら、循環バスの増車や運行改正のほか、公共交通の利用促進に向け

た取組などを実施し、利便性の高い地域公共交通体系の構築に向けて努めてまいりました。 

そのほか、循環バスにおけるデジタル化や環境負荷低減に対応するため、インターネットやスマ

ートフォンアプリを活用したバス路線検索サービスや交通系ＩＣカードによる決済サービス、電気モ

ーターで走行するＥＶバスの導入などにも取り組んでまいりました。 

依然として、全国的に人口減少と高齢化が進行しています。それに加え、新型コロナウイルス感

染症の影響による生活様式や就労形態などの変化もあり、地域公共交通の利用者数の減少、交

通事業者の人材不足や運営面の課題などが顕在化しています。 

一方で、特に高齢者を中心に地域公共交通に対する期待が高まっているとともに、交通分野に

おける新たな技術やモビリティサービスの導入に向けた取組がみられるなど、近年、地域公共交通

を取り巻く環境は多様に変化しています。 

今後につきましても、刻々と変化する社会全体の動向を注視し、まちづくりと連携した持続可能

な地域公共交通体系を構築できるよう、交通事業者、地域の住民・団体及び行政が一体となり、

本計画の交通将来像である「サスティナブル公共交通で 未来へつながる 健康都市おおぶ」の

実現に向け、取り組んでまいります。 

最後に、本計画の策定にあたり、ご尽力、ご協力を賜りました大府市地域公共交通活性化協議

会の委員の皆様をはじめ、各種アンケートにご協力いただき、貴重なご意見をいただきました市民

の皆様、ならびに関係各位に心から感謝申し上げます。 

 

 

2025（令和７）年３月 

                大府市長 岡村 秀人 
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